
（注）自己資本比率算出方法を定めた「信用金庫法第89条第１項において準用する銀行法第14条の２の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照
らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうか判断するための基準（平成18年金融庁告示第21号）」に基づき算出しております。

　  なお、当金庫は国内基準により自己資本比率を算出しております。

自己資本の額（（イ）－（ロ））

自己資本比率（（ハ）／（ニ））

項　　　　　　目

普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額
うち、出資金及び資本剰余金の額
うち、利益剰余金の額
うち、外部流出予定額（△）
うち、上記以外に該当するものの額

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額
うち、適格引当金コア資本算入額

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45%に相当する額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
コア資本に係る基礎項目の額

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額
うち、のれんに係るものの額
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額
適格引当金不足額
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額
前払年金費用の額
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額
少数出資金融機関等の対象普通出資等の額
信用金庫連合会の対象普通出資等の額
特定項目に係る10%基準超過額

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

特定項目に係る15%基準超過額
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

コア資本に係る調整項目の額

信用リスク・アセットの額の合計額
うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額

うち、無形固定資産（のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）
うち、繰延税金資産
うち、前払年金費用
うち、他の金融機関等向けエクスポージャー
うち、上記以外に該当するものの額

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8%で除して得た額
信用リスク・アセット調整額
オペレーショナル・リスク相当額調整額
リスク・アセット等の額の合計額

コア資本に係る基礎項目（１）

コア資本に係る調整項目（２）

自己資本

リスク・アセット等（３）

自己資本比率

（イ）

（ロ）

（ハ）

（ニ）

（単位：百万円、％）
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2020年度

定量的な開示項目

1. 自己資本の構成に関する事項

◆単体

39 ユーシンリポート2021

143,834
△1,140

△1,140

7,374

151,209

2. 自己資本比率告示第５条第７項第１号に規定するその他金融機関等であって
信用金庫の子法人等であるもののうち、自己資本比率規制上の所要自己資本
を下回った会社の名称と所要自己資本を下回った額の総額
該当ありません。

3. 自己資本の充実度に関する事項
◆単体 （単位：百万円）

2019年度 2020年度

リスク・アセット 所要自己資本額 リスク・アセット 所要自己資本額

ユーシンリポート2021 40

イ．信用リスク・アセット、所要自己資本額合計

①標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー

ソブリン向け

金融機関及び第一種金融商品取引業者向け

法人等向け

中小企業等向け及び個人向け

抵当権付住宅ローン

不動産取得等事業向け

3 ヶ月以上延滞

出資等

出資等のエクスポージャー

重要な出資のエクスポージャー

他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通出資等及
びその他外部 TLAC 関連調達手段に該当するもの以外のものに
係るエクスポージャー

信用金庫連合会の対象普通出資等であってコア資本に係る調整
項目の額に算入されなかった部分に係るエクスポージャー

その他

②証券化エクスポージャー

③-2. リスク・ウエイトのみなし計算が通用されるエクスポージャー

ルック・スルー方式

④経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額

⑤他の金融機関等の対象資本等調達手段に係るエクスポージャー
　に係る経過措置によりリスク・アセットの額に算入されなかっ
　たものの額

⑥ＣＶＡリスク相当額を８％で除して得た額

⑦中央清算機関関連エクスポージャー

ロ．オペレーショナル・リスク相当額の合計額を８％で除して得た額

ハ．単体総所要自己資本額（イ + ロ）

142,966

135,712

3,642
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48,556
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5,345
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236

1,043
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-
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8,095

-
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-

△ 1,140

-

-

7,406

150,372

5,718

5,428

145

1,029

1,942

1,521

213

50

9

41
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-

76

73

323

-

335

335

-

△ 45

-

-

296

6,014

143,834

136,795

3,392

22,951

47,226

42,262

5,570

1,457

333

971

971

-

1,900

1,842

8,885

-

8,179

8,179

-

△ 1,140

-

-

7,374

151,209

5,753

5,471

135

918

1,889

1,690

222

58

13

38

38

-

76

73

355

-

327

327

-

△ 45

-

-

294

6,048




